
北広島市 立地適正化計画の改訂（案）について①

・改正都市再生特別措置法(平成26年8月施行）に基づき、都市計画区域内の区域につい
て、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設等）の立地の適正化を
図るため、北広島市立地適正化計画を平成30年12月に策定

・市町村は、おおむね5年ごとに必要があると認めるときは、立地適正化計画及びこれに
関連する都市計画を変更するものとする。

・気候変動の影響等による自然災害の頻発・激甚化の傾向がある中で、居住の安全確保等
の防災・減災対策の取組を推進するため、防災指針の記載の義務化
（改正都市再生特別措置法 令和2年9月施行）

・Fビレッジ周辺において、エスコンフィールドHOKKAIDO、子育て支援施設が整備され、
今後、医療モール等の開業やＪＲ新駅整備等も予定される中、市の最上位計画である北
広島市総合計画（第６次）（令和3年3月策定）及び北広島市都市計画マスタープラン
（第2次）（令和2年12月策定）と整合した今後のまちづくりの方針を示すことが必要

１ 立地適正化計画の改訂の経緯・理由
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北広島市 立地適正化計画の改訂（案）について②

変更案 現行

・R3年3月 Fビレッジ周辺を市街化区域に編入し、商業地域に指定
・ 同月 北広島市総合計画（第６次）策定
「交流機能や産業機能の充実」「公共交通の整備、JR新駅の整備など交通
機能の強化」「JR北広島駅周辺との連坦性を持ったまちづくりを推進」
「民間活力による商業・業務施設等の誘導を図る」
・上記方針に基づき、Fビレッジ周辺を都市機能誘導区域に設定することで、
医療・福祉等の機能を誘導・集約、 JR北広島駅周辺との連坦性を持った
まちづくりを推進し、これらの各種サービスの効率的な提供を図り、将来
にわたり持続可能なまちづくりを目指す。

・Fビレッジ周辺は、札幌圏都市計画区域マスタープランに
おいて「高次機能交流拠点」に設定されている。
・産業や観光、文化芸術及びスポーツ等、都市の魅力と活
力の向上を先導する高次な都市機能の集積を目指すとされ
ており、これらを踏まえた誘導施設とする。

誘導施設 Fビレッジ
周辺

北広島駅
周辺

ホール 〇 〇

図書館 〇

大学、専修学校、各種学校 〇 〇

スーパーと専門店複合型 〇

病院（夜間救急センター） 〇

病院・診療所
（産科・小児科） 〇 〇

保育所・認定こども園 〇 〇

２ 都市機能誘導区域の変更（Ｐ26〜37）
（1）変更内容︓Fビレッジ周辺を新たに都市機能誘導区域に設定

（2）経緯・理由

（3）誘導施設
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北広島市 立地適正化計画の改訂（案）について③
３ 防災指針の記載（Ｐ53〜57）
（1）考え方
・まちづくり方針や都市再生特別措置法を踏まえ、防災・減災対策の計画的な取組により、居住誘導区域内、居住環
境維持・保全地域内にある災害リスク（影響の範囲や程度を即地的に定められない地震や大雪災害を除く）をでき
る限り回避あるいは低減させるため、防災指針を記載

（2）地区ごとの災害リスクの現状・課題

①東部地区

〇災害リスク︓洪水災害
輪厚川・音江別川・裏の沢川・千歳川流域の

極めて広範囲に浸水想定区域が指定されていま
す。浸水想定区域の約半数が住宅地であり多く
の指定避難所・指定緊急避難場所、並びに要配
慮者利用施設が浸水想定区域内に所在していま
す。また、緊急輸送道路（道道江別恵庭線・国
道274号）の一部に浸水想定区域が指定されて
おり、災害発生時に移動や物流が滞るおそれが
あります。
〇災害リスク︓土砂災害
中央と稲穂町西の境界線付近の一部に土砂災害

（特別）警戒区域が指定されており、いくつかの
住家及び道路が土砂災害（特別）警戒区域内に所
在または近接しています。また、緊急輸送道路
（道道江別恵庭線）の一部に土砂災害（特別）警
戒区域が指定されており、災害発生時に移動や物
流が滞るおそれがあります。

②大曲地区
〇災害リスク︓土砂災害
大曲末広5〜7丁目の中の沢川流域

に土砂災害（特別）警戒区域が指定さ
れており、いくつかの住家及び道路が
土砂災害（特別）警戒区域内に所在ま
たは近接しています。

③西の里地区
〇災害リスク︓土砂災害
西の里東3丁目の東端一帯に

土砂災害（特別）警戒区域が
指定されており、いくつかの
住家及び道路が土砂災害（特
別）警戒区域内に所在または
近接しています。

※現に居住があり、洪水災害、土砂災害のリスクを含む地区について記載 3



北広島市 立地適正化計画の改訂（案）について④

※現に居住があり、洪水災害、土砂災害のリスクを含む地区について記載

・防災まちづくりの将来像を設定
「災害に強い安全で住みよい都市づくり」
ハード・ソフトの両面から都市の強靭化を進め、安全
で住みよい環境の形成を進める。

３ 防災指針の記載（Ｐ53〜57）

取組方針を踏まえた具体的な取組及びスケジュール防災まちづくりの将来像、災害リスクを踏まえ、課題に対する取組方針

（3）防災まちづくりの将来像・取組方針等
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